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   東大和市指定金融機関としての公金の出納及び預金の取扱いに関する    

   業務委託契約仕様書 

 

 

１．契約件名 東大和市指定金融機関としての公金の出納及び預金の取扱いに関する 

       業務委託契約 

 

２．目的 

  本契約は、東大和市（以下「委託者」という。）が、受託者を地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２３５条第２項の規定に基づき指定する金融機関（以下「指

定金融機関」という。）として指定のうえ、関係法令、東大和市会計事務規則（平

成２２年規則第６号）、東大和市公金取扱金融機関等に関する規則（昭和４０年規

則第１３号）その他財務に関する諸規程及び本仕様書に定めるところにより、公金

の出納及び預金の事務（以下「公金取扱事務」という。）並びに東大和市収納代理

金融機関（以下「収納代理金融機関」という。）との契約等を行う事務（以下「収

納代理金融機関との調整事務」という。）を受託者に委託することにより、適正か

つ迅速な会計事務の執行を図ることを目的とする。 

 

３．履行期間等 

（１）履行期間 

   本契約に基づく業務の履行期間は、令和９年４月１日から令和１４年３月３１

日までとする。 

（２）引継期間 

   本契約を締結後、当該契約の日の翌日から令和９年３月３１日までの間は、現

指定金融機関から受託者への引継期間とし、受託者は、履行開始日から滞りなく

業務を開始するものとする。 

（３）経費負担 

   引継期間における経費の負担については、受託者の負担とし、履行期間におけ

る経費の負担については、「９．委託料」に記載のとおりとする。 

 

４．履行場所 

  東大和市役所会計課及び委託者が指定する場所 

 

５．委託業務内容 

（１）公金取扱事務等の履行 

   受託者は、東大和市内に所在する店舗のいずれかを総括店舗と位置付けたうえ

で、同店舗において委託者の公金取扱事務並びに収納代理金融機関との調整事務

を滞りなく行うために必要な責任者を配置するものとする。 

   また、受託者は、委託者が東大和市役所本庁舎内に設置する派出所（以下「派

出所」という。）で公金の出納事務を行うものとする。 
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（２）業務時間 

  ア）業務時間 

    委託事務の取扱時間は、受託者の営業日における営業時間内とする。ただし、

委託者が必要と認めるときは、受託者に対して、受託者の休日（臨時休業日を

含む。以下同じ。）又は営業時間外の事務の取扱いを要請することができるも

のとする。 

  イ）派出所における業務時間 

    派出所における業務時間は、東大和市の休日に関する条例（平成３年条例第

３１号）第１条に規定する休日を除く日（以下「業務日」という。）の午前９時

から午後５時まで（以下「業務時間」という。）とする。ただし、委託者が必要

と認めるときは、受託者に対して業務日外又は業務時間外の事務取扱いを要請

することができるものとする。 

 

（３）現金自動預け払い機の設置 

   受託者は、東大和市役所本庁舎内の委託者が指定する場所に、現金自動預け払

い機（以下「ＡＴＭ」という。）を設置し、派出所の業務時間中（ただし、現金の

補充回収、機械のメンテナンス等に要する時間を除く）、使用可能な状態にして

おくものとする。 

 

（４）ソフトウェアの貸与等に関すること 

   受託者は、委託者が、公金の出納業務を行うにあたり必要となる次に掲げるシ

ステムに係るソフトウェアを委託者に貸与し、委託者が当該ソフトウェアを利用

する際のサポートを行うものとする。 

  ア）対象とするソフトウェア 

   ① ＬＧＷＡＮ接続型のファームバンキングシステム又は同程度以上のセキ

ュリティ対策を講じたインターネットバンキングシステム（以下「ファーム

バンキングシステム等」という。）に係るソフトウェア 

     委託者が、東大和市会計管理者（以下「会計管理者」という。）口座の取引

照会や振込データの伝送等を行うためのシステムに係るソフトウェア 

   ② 公共料金事前通知サービスに係るデータマッチングソフトウェア 

     委託者が口座振替の申込みをした公共料金収納機関（以下「収納機関」と

いう。）の請求データを委託者の会計処理が可能なデータに変換するための

システムに係るソフトウェア 

  イ）ソフトウェアの管理等 

   ① 委託者は、受託者から貸与されたソフトウェアを善良なる管理者の注意義

務をもって管理するものとする。 

   ② 委託者は、受託者から貸与されたソフトウェアについて、次の各号の事由

が生じたときは、遅滞なく受託者に通知するものとする。 

    ａ 受託者の権利を侵害するような事態が発生したとき、又はそのおそれが



- 3 - 

あるとき。 

    ｂ 盗難、滅失、毀損等の事故が発生したとき。 

 

（５）公金の収納に関すること 

   受託者は、委託者の求めに応じ、次に掲げる公金の収納事務を行う。なお、受

託者は、その取り扱う公金の収納事務の一部を委託者の指定する収納代理金融機

関に委託して取り扱わせることができるものとする。ただし、受託者は、収納代

理金融機関との間に契約を締結したとき、又は契約の内容を変更したときは、速

やかに当該契約に係る書類の写しを委託者に提出するとともに、収納代理金融機

関が取り扱う公金の収納事務を総括しなければならない。 

  ア）委託者が発行する納付書等により公金を収納すること。 

  イ）預金口座振替により市税等を収納すること。なお、受託者は、預金口座振替

により市税等を収納した収納代理金融機関に対し、市税等取扱手数料及び消費

税を支払うものとする。 

  ウ）総括店舗に会計管理者名義の普通預金口座を開設し、収納した公金を預け入

れること。また、収納代理金融機関から振込みを受けたときも同様に扱うこと。 

  エ）委託者が普通預金に属する現金を他の金融機関に預け替えをするときは、こ

れに従うこと。 

  オ）給与特別徴収に係る個人住民税収納明細データを引き渡すこと 

   ① 受託者は、毎月１０日（当日が受託者の休業日にあたる場合は翌営業日）

に収納した「給与特別徴収に係る個人住民税（延滞金・退職所得に係る収納

分は除く）」に関して、みずほ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、り

そな銀行及び埼玉りそな銀行（以下「都市銀行５行」という。）から、収納明

細データを収集のうえ、これに自らが把握するデータを加えて記録したＤＶ

Ｄ正・副２枚に、金融機関毎の合計の件数・金額を記入した「住民税納入済

データ取扱銀行別一覧」を添えて、当該住民税の納入期限の翌日から起算し

て６営業日までに委託者に引き渡すものとする。 

   ② 受託者の事情により、ＤＶＤの引渡しが期限内にできない場合は、受託者

は委託者に対し、事前にその旨を連絡して対応を協議するものとする。 

   ③ 受託者は、ＤＶＤに記録したデータについて、引渡し後の変更は行わない。 

   ④ 委託者は、受託者から受領した給与特別徴収に係る個人住民税収納明細デ

ータの処理後、ＤＶＤの受領日から起算して５営業日以降に受託者に返却す

る。 

   ⑤ 受託者は、委託者に引き渡したＤＶＤに不備があった場合は、速やかに不

備のないＤＶＤを再作成のうえ、差し換えなければならない。 

   ⑥ 受託者は、①により収納明細データを提供した都市銀行５行に対し、収納

明細のデータ化処理手数料及び消費税を支払うものとする。 

   ⑦ 委託者及び受託者は、それぞれの責により生じた損害を負担する。委託者、

受託者いずれの責によるか明らかでないときは、両者で協議して定める。 

   ⑧ ＤＶＤに記録するデータのファイル形式は、テキストファイルとし、各レ
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コードの終端に区切り（ＣＲ＋ＬＦ）、１６進表記「０Ｄ０Ａ」を付加するも

のとする。また、ファイルの終端には、「ＥＯＦ」（１６進表記「１Ａ」）を付

加するものとする。 

 

（６）公金の支出に関すること 

   受託者は、会計管理者の求めに応じ、次に掲げる支出事務を行う。 

  ア）会計管理者の通知に基づいて適正に公金支出業務を行うこと。また、金額の

多寡にかかわらず、原則として電信により取り扱うこと。 

  イ）委託者からファームバンキングシステム等を介して依頼があった場合は、総

合振込（委託者が、ファームバンキングシステム等を利用して自ら占有するパ

ソコン等から受託者のコンピュータに外部センター経由でファイル伝送方式

のデータ伝送を行うことにより、次に掲げる振込を受託者に依頼し、受託者が

当該依頼に基づき実施する振込をいう。）に係る事務を処理すること。 

   ① 総合振込の種類 

    ａ 一般振込（ｂからｆまでに掲げる振込を除く振込をいう。） 

    ｂ 給与（賞与）振込 

    ｃ 住民税（地方税）振込 

    ｄ 預金口座振替請求および預金口座振替結果明細 

    ｅ 外国送金 

    ｆ その他受託者が取扱いを認めた振込 

   ② 振込依頼 

    ａ 委託者は、総合振込を受託者に依頼するにあたり、振込指定日の１営業

日前の午前１０時までに、受託者がホームページ上で公表する内容と仕様

に基づき作成した依頼明細をデータ伝送するものとする。 

    ｂ 委託者は、前ａのデータ伝送とは別に、受託者に依頼明細の合計金額、

件数等を速やかに通知するものとする。 

    ｃ 委託者は、前ａでデータ伝送した依頼明細に不備がある場合には、受託

者に連絡のうえ速やかに不備のないものを再送するものとする。 

    ｄ 委託者は、受託者にデータを伝送し、受託者が受信した後においては、

原則として、依頼明細の取消又は変更を行わないものとする。 

   ③ 振込指定口座の確認 

     委託者は受託者に振込を依頼するにあたっては、事前に振込指定口座の口

座番号の確認を行うものとする。ただし、確認に際して必要がある場合は、

受託者は委託者に協力するものとする。 

   ④ 振込事務 

     受託者は、委託者からデータ伝送された依頼明細に従い、振込手続きを行

うものとする。 

   ⑤ 資金決済 

     委託者は、データ伝送した振込資金を振込指定日までに受託者に引き渡す

ものとする。 
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   ⑥ 入金通知 

     受託者は、振込受取人に対して、入金通知は行わないものとする。 

   ⑦ 障害時等の取扱い 

     電子計算機、回線等の障害により、所定の日時までにデータ伝送を行うこ

とができない場合や、振込手続きに際して事故が発生した場合等は、委託者

と受託者が協議するものとする。 

  ウ）公共料金事前通知サービスを提供すること 

   ① サービスの内容 

     受託者は、委託者の収納機関請求データを受託者に集約するとともに、当

該請求データを委託者の会計処理が可能なデータに変換し、委託者に通知す

る。 

   ② 通知方法 

     受託者は、委託者の使用する電子計算機に対し、受託者のホストコンピュ

ーターから通信回線により請求データを通知する。 

   ③ 通知時期 

    ａ 受託者は、収納機関が受託者に請求データを送信した日の翌営業日から

委託者の通知サービスの利用を可能とする。 

    ｂ 委託者の通知サービスの利用は、前ａに定める日以降の受託者の営業日

の午前９時から午後７時までとする。 

   ④ 対象公共料金 

     対象とする公共料金は、電話、電気、ガス、水道、ＮＨＫ受信料のうち、

受託者が指定した収納機関の公共料金とする。 

   ⑤ 障害時等の取扱い 

     電子計算機、回線等の障害により、所定の日時までに通知サービスを実施

することができない場合には、委託者と受託者が対応方法について協議する

ものとする。 

   ⑥ 免責 

     受託者は、この契約に基づく通知サービスについて、受託者の責による以

外の事由により委託者に損害が生じた場合には、その賠償の責を負わない。 

  エ）受託者は、委託者が指定する金種や額、回数に従い、無料で、現金の払出対

応をすること。 

 

（７）収支状況及び預金明細の報告に関すること 

   受託者は、毎営業日の午前１０時３０分までに、前営業日終業時点の預金の明

細を委託者指定様式で作成のうえ、委託者に２部提出することをもって報告し、

１部に証明を受け、保管すること。 

   なお、公金の出納は、歳入金・歳出金・歳入歳出外現金及び支払未済資金に区

分し、更に歳入歳出外現金については、会計別に区分して整理すること。 

 

（８）帳簿の整理に関すること 
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   受託者は、次に掲げる帳簿（必要に応じ、補助簿を設けることも可とする）を

備えて、公金取扱事務を整理するものとし、委託者が求めた際は速やかに提示す

ること。 

  ア）現金出納簿 

  イ）収支整理簿 

  ウ）証券整理簿  

 

（９）郵便貯金銀行口座からの振替の払戻しに関すること 

   受託者は、会計管理者から、郵便貯金銀行口座からの振替の払戻しのための小

切手を受領したときは、これを速やかに収納金として整理すること。 

 

（１０）電子化の提案及びサポートに関すること 

   受託者は、委託者に対し、公金取扱業務に関する新たな電子化の提案やサポー

トを継続的に行うこと。 

 

 

６．収納代理金融機関との契約及び指導等 

 

（１）受託者は、円滑な実施を図るため、収納代理金融機関と公金取扱業務に係る契

約を締結し、当該機関に対して適宜指導と連絡調整を行って、東大和市会計事務

規則の規定を遵守させるとともに、これら公金の出納に関する事務の取扱いに関

して、善良な管理者の注意をもって履行すること。 

 

（２）受託者は、収納代理金融機関との間において公金業務取扱契約を締結したとき、

又は当該契約内容を変更したときは、速やかに当該契約書の写しを添えて、その

旨を委託者に届け出ること。 

 

 

７．資金調達 

  委託者が資金調達として受託者から短期間の借入れを行う際は、受託者は、指定

金融機関として、市場金利や取引状況を踏まえ、合理的な範囲で配慮のうえ、委託

者と協議し、適用する利率を決定するものとする。また、市場金利等に変動が生じ

たときは、双方協議のうえ、合理的な範囲で適用する利率を見直すものとする。 

 

 

８．資金運用 

  受託者は、委託者の公金の管理・運用について、確実かつ有利で効率的なものと

なるよう合理的な範囲で努めるものとする。また、必要に応じて委託者に対し、助

言や情報提供等の支援を行うものとする。 
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（１）受託者は、金融市場の金利動向や関連情報、ディスクロージャー資料等につい

て、委託者からの要請または必要に応じて情報提供を行い、合理的な範囲で運用

に関する助言を行うものとする。 

 

（２）受託者は、自らをはじめ、複数の収納代理金融機関への公金預託に際し、指定

金融機関として、市場金利や取引状況を踏まえ、合理的な範囲で有利な利率の適

用に努めるものとする。 

 

 

９．委託料 

 

（１）委託者は、指定金融機関としての公金の出納及び預金の取扱いに関する業務委

託料（以下「指定金融機関委託料」という。）として、受託者に対し、次に掲げる

費用を支払うものとする。 

                                （単位：件） 

費目 内容 
【参考】年間取扱件数（実績） 

R4年度 R5年度 R6年度 

①市税等取

扱手数料 

前記「５（５）イ）」に基づき、受託

者が自ら行う業務に係る手数料に相

当する額ならびに、受託者が収納代

理金融機関に対し負担する費用に相

当する額 

122,868 120,590 120,324 

②収納デー

タ作成手数

料 

前記「５（５）オ）①」に基づき、

受託者が自ら行う業務に係る手数料

に相当する額ならびに、同「５（５）

オ）⑥」により、受託者が都市銀行

５行に対し負担する費用に相当する

額 

60 

(5 行×12 月) 

60 

(5 行×12 月) 

60 

(5 行×12 月) 

③振込手数

料 

前記「５（６）イ）④」に基づく振

込手続きのうち、同「５（６）イ）

①ａ」に該当する振込であって、受

託者以外の金融機関等の口座宛の振

込に係る手数料に相当する額 

－ － 
58,147 

(6 ヶ月) 

④口座振替

データ取扱

手数料 

前記「５（６）ウ）①」に基づき、

受託者が行う業務に係る手数料に相

当する額 

2,201 2,156 2,126 

⑤電算機器

設定等委託

料 

前記「５（４）」に基づき、受託者が

行う業務に係る委託料 
1 1 0 
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⑥派出業務

委託料 

前記「５（１）」に基づき、受託者が

派出所で行う業務に係る委託料 
1 1 1 

⑦ソフトウ

ェア使用料 

前記「５（４）」に基づき、受託者が

委託者に貸与するシステムに係る使

用料 

1 1 1 

⑧端末認証

サービス利

用料 

前記「５（４）」に基づき、委託者の

システム利用に要する利用料 
－ 1 1 

⑨ＡＴＭに

係る維持管

理費 

前記「５（３）」に基づき設置するＡ

ＴＭの維持管理に要する費用 
－ － － 

⑩警送に係

る経費 

総括店舗と派出所間における現金等

の安全かつ確実な輸送や、前記「５

（３）」に基づき設置するＡＴＭへの

現金の補充等に要する経費 

－ － － 

  ※ 参考欄中「－」表記については、当該項目が過去に発生していない、または

委託者において、過去に手数料等を負担したことが無いことを表す。 

 

（２）委託者は、履行期間に係る指定金融機関委託料の総額を下表のとおり年度ごと

に分割して支払う。 

   この場合において、分割金額に１円未満の端数が生じる場合は、当該端数を令

和１３年度分で調整して支払う。 

   なお、受託者は、令和１３年度は履行期間満了後、その他の年度は各年度の業

務終了後、速やかに委託者に完了届を提出し、検査を受けるものとする。当該検

査後、適法の支払請求書を受理した日から３０日以内に、受託者に対し、指定金

融機関委託料を支払うものとする。 

年度 支払時期 

令和 ９年度 年度終了後 

令和１０年度 年度終了後 

令和１１年度 年度終了後 

令和１２年度 年度終了後 

令和１３年度 履行期間満了後 

 

（３）社会情勢等の変化により、新たに費用負担を考慮する必要性が生じた場合は、

委託者及び受託者において、別途協議するものとする。 

 

 

１０．検査の実施 

   受託者は、委託者の会計管理者による定期検査を年１回以上受けるものとする。 
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   また、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対する委託者の会計管

理者による臨時の検査を実施することができるものとする。 

 

 

１１．損害賠償 

（１）受託者は、指定金融機関としての事務取扱に関し、善良な管理者の注意をもっ

て履行するものとし、自己又は収納代理金融機関の故意又は過失により委託者に

損害を生じさせたときは、その直接かつ通常の損害について、賠償の責任を負う

ものとする。 

（２）（１）記載の損害が、不可抗力その他受託者の合理的支配を超える事由によって

発生したものであって、これを受託者に負担させることが著しく公正を害すると

認められるときは、受託者は、その損害について、賠償の責任を負わない。 

（３）受託者の過失の有無や免責事由の適用に関わらず、委託者に損害が発生したと

きは、受託者は直ちに委託者に通知をするとともに、当該事由による影響の軽減

や回復のために最善の努力を尽くすものとする。 

（４）受託者が第２号により損害賠償の責任を負わない場合についても、委託者の損

害に対する受託者の任意の補償について、双方、誠実に協議するものとする。 

 

 

１２．担保の提供 

   受託者は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６８条の２第３

項に規定する指定金融機関の担保として、現金３千万円又はこれに相当する額の

有価証券（種類については別に協議）を委託者に提供すること。 

   また、当該担保は、委託者において必要があると認めるときは、委託者及び受

託者の協議の上、その額を増減することができるものとする。 

 

 

１３．損害の補填 

   委託者は、１１に規定する事由が生じたときは、その損害額について、１２の

規定により受託者が提供した担保を処分して、その損害額の補填に充てるものと

する。この場合において損害額がなお不足するときは、受託者は、その不足額及

びこれに付帯する費用を支払わなければならない。 

 

 

１４．秘密の保持等 

   個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」

を遵守すること。なお、本業務については、同特記仕様書第１３条に規定する特

定個人情報等を取り扱う業務ではない。 

 

（１）受託者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を
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侵害することのないように努めなければならない。 

 

（２）受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏ら

してはならない。 

 

（３）受託者は、４（５）に記載の「公金の収納事務の一部を委託者の指定する収納

代理金融機関に委託すること」を除き、この契約による事務を自ら処理するもの

とし、やむを得ずほかに再委託するときは、委託者の承諾を得るものとする。 

 

（４）受託者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を取得し、又は利用 

  するときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。 

 

（５）受託者は、この契約による事務を処理するために取得し、又は作成した個人情

報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

 

（６）受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から提供を受けた個人

情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならな

い。 

 

（７）受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から提供を受けた  

個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。また、受託者が自ら、当該

事務を処理するために取得した個人情報についても、同様とする。 

 

（８）受託者がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は

自ら取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の完了

後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示

したときは、当該指示に従うものとする。 

 

（９）受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は、生じるおそれのあることを

知ったときは、速やかに委託者に報告し、その指示に従うものとする。 

 

 

１５．契約条項の変更 

 

（１）委託者又は受託者が、この契約の条項を変更する必要があると認めたときは、

委託者及び受託者の協議により変更することができるものとする。 

 

（２）前項の規定によりこの契約の一部を変更しようとするときは、３０日以前に相

手方に通知して協議するものとする。 
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１６．契約の解除等 

 

（１）委託者は、受託者が本契約に違反をした場合、または指定金融機関としての事

務取扱において重大な不都合が認められる場合に限り、相当の予告期間を設けた

うえで、この契約の一部を変更し、又は解除することができるものとする。 

 

（２）前項の規定によりこの契約を解除する場合において、受託者に損失が生じるこ

とがあっても、委託者は賠償の責めを負わないものとする。 

 

 

１７．契約の終了等による処理 

 

（１）この契約が終了したとき、又は解除されたときは、受託者は、委託者の指示に

従い、納入済通知書及びその他証拠書類等並びに委託者への未送付の現金につい

て、委託者に返還し、又は委託者の指定する者に引き継がなければならない。 

   また、受託者は、次の指定金融機関が履行開始日から滞りなく業務を開始でき

るよう業務引継ぎに協力するものとする。 

 

（２）前項の規定による返還又は引継ぎに要する費用は、すべて受託者の負担とする。 

 

（３）委託者は、（１）の規定による返還又は引継ぎが確認できたときは、受託者の提

供した担保を速やかに受託者に返還するものとする。ただし、１３の規定により

当該担保を処分したときは、その残余金とする。 

 

 

１８．守秘義務 

   受託者は、この契約に関し知り得た業務上の秘密を外部に漏らし、又は利用し

てはならない。 

 

 

１９．協議事項 

   この契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、委託者及び受託

者が協議して定めるものとする。 

 

 

２０．その他 

 

（１）委託者は、受託者が５に定める業務を遂行するに当たり必要な資料等を、紙媒

体又は電子媒体で受託者に提供する。 
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（２）受託者は、５に定める業務の一環として、委託者からの質疑に対応すること。

質疑応対の方法は、電子メール、ファクシミリ又は電話とし、上限回数を設けな

い。 

 

（３）受託者は、指定金融機関として、法令等の定める諸規定を遵守し、厳正な公金

取扱業務を行い、迅速かつ的確に対応すること。 

 

（４）業務の履行に当たり必要な旅費交通費は、受託者の負担とする。 

 

（５）委託者は、派出所における業務のために、受託者に対し、電話機を１台無償貸

与する。また、当該電話機及びファクシミリの使用に係る費用は請求しない。な

お、受託者は、別途所定の手続を行うこと。 

 

（６）委託者は、派出所における業務に係る光熱水費は請求しない。なお、受託者は、

別途所定の手続を行うこと。 

 

（７）委託者は、ＡＴＭの設置に伴う行政財産使用料ならびに電気料金は請求しない。

なお、受託者は、別途所定の手続を行うこと。 


